
◎茨城県霞ケ浦環境科学センター映像展示コーナー等整備業務委託に係るプロポーザルの公募に関

する公告 

 

 茨城県霞ケ浦環境科学センター映像展示コーナー等整備業務委託について，プロポーザル方式に

より受託者を公募するので，プロポーザルの提出について参加を希望する者は，関係書類を作成の

うえ提出されたい。 

 

   平成29年8月17日 

                             茨城県知事 橋 本  昌 

 

１ 公募に付する事項 

（１）業務名称 

   茨城県霞ケ浦環境科学センター映像展示コーナー等整備業務 

（２）業務内容 

   茨城県霞ケ浦環境科学センター映像展示コーナー等整備業務委託仕様書のとおり 

（３）履行期限 

   平成30年1月31日（水）まで 

（４）履行場所 

   〒３００－００２３ 

   茨城県土浦市沖宿町１８５３番地 

   茨城県霞ケ浦環境科学センター 

   電話：０２９－８２８－０９６１  ＦＡＸ：０２９－８２８－０９６７ 

   所属メールアドレス：kasumigaura@pref.ibaraki.lg.jp 

（５）委託費等上限額 

   17,100,000円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

２ 担当部局 

  〒３１０－８５５５ 

  茨城県水戸市笠原町９７８番６ 

  茨城県生活環境部環境対策課水環境室 

  電話：０２９－３０１－２９６８  ＦＡＸ：０２９－３０１－２９６９ 

  所属メールアドレス：kantai@pref.ibaraki.lg.jp 

 

３ 参加資格 

（１）茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項（平成 8年茨城県告示第 254号）に基づく競

争入札参加資格があること。ただし，茨城県物品調達等登録業者指名停止基準に基づく，指名

停止の措置を受けていない者であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和 22年政令第16号）第167条の4第1項の規定に該当しない者及び

同条第2項の規定に基づく茨城県の入札参加の制限を受けていない者であること。 

（３）会社更生法（平成 14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は

民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でな

いこと。 

（４）茨城県税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 

（５）茨城県暴力団排除条例（平成 22年茨城県条例第 36号）第2条第1号又は同条第 3号に規定

する者でないこと。 



（６）過去5年間において同種又は類似の業務を受託した経験を有する者であること。 

 

４ 説明書の閲覧期間及び場所 

（１）茨城県物品役務入札情報サービス及び茨城県霞ケ浦環境科学センターホームページ 

  ア 期間 

    入札公告の日から平成 29年9月1日（金）まで 

  イ URL 

    http://ppi2.cals-ibaraki.lg.jp/koukai/do/Accepter 

    http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/seikatsukankyo/kasumigauraesc/index.htm 

（２）茨城県霞ケ浦環境科学センター 

  ア 期間 

    公告の日から平成29年9月1日（金）までの午前9時から午後4時まで（正午から午後 1

時までを除く）。ただし，月曜日（その日が国民の祝日に関する法律第 3条に規定する休日に

あたるときは，その日の直後の休日でない日）を除く。 

  イ 場所 

    １（４）の履行場所に同じ 

 

５ 現地確認及び説明書等に関する質問 

（１）この公募に参加しようとする者（以下「提案者」という。）は，以下の期間に必要に応じて履

行場所等の現地確認を行うこと。また，説明書，仕様書等に対する質問がある場合は，次のと

おり質問すること。 

  ア 現地確認期間 

    公告の日から平成29年9月1日（金）午後4時まで 

  イ 質問受付期間 

    公告の日から平成29年8月28日（月）午後4時まで。 

    なお，これ以降に到達したものについては，回答しないので留意すること。 

  ウ 質問受付先 

    茨城県霞ケ浦環境科学センター 

  エ 方法  

    質問受付先ＦＡＸ（０２９－８２８－０９６７）に送信すること。 

（２）質問に対する回答日時及び方法は，次のとおりとする。 

  ア 日時 

    平成29年8月 29日（火）午後4時まで 

  イ 方法 

    質問及び質問に対する回答を茨城県霞ケ浦環境科学センターホームページに掲載する。 

    （http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/seikatsukankyo/kasumigauraesc/index.htm） 

 

 

６ その他 

（１）書類等の作成に用いる言語は，日本語，通貨は日本円，単位は日本の標準時及び計量法（平

成４年法律第51号）によるものとする。 

（２）書類等の作成及び提出に関する費用は，提案者の負担とする。 

（３）詳細は説明書による。 


